
 

審第１９３号－１ 
答申第３８４号 
令和８年４月９日 

 
千葉県公安委員会 
委員長 寺嶋 哲生 様  

 

千葉県個人情報保護審議会 
会 長  石 井  徹 哉  

 
 

審査請求に対する裁決について（答申） 
 
 令和６年１２月１１日付け公委（広）発第○○号による下記の諮問について、

別紙のとおり答申します。 
記 

諮問第３５１号 
 令和６年９月１３日付けで審査請求人から提起された、令和６年８月２１日付

け警発第○○号で行った保有個人情報開示決定に係る審査請求に対する裁決につ

いて 
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諮問第３５１号 

 

答  申 

 

１ 審議会の結論 

  千葉県警察本部長（以下「実施機関」という。）が令和６年８月２１日付

け警発第○○号で行った保有個人情報開示決定（以下「本件決定」という。）

について、千葉県個人情報保護審議会（以下「審議会」という。）は、次の

とおり判断する。 

  実施機関の決定は妥当である。 

 

２ 審査請求の経緯 

（１）審査請求人は、○○年○○月○○日付けで、実施機関に対し、個人情報

の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「法」という。）第

９０条第１項の規定により、実施機関が保有する行政文書に記録された審

査請求人と警察官の会話の内容に係る個人情報の訂正請求（以下「本件訂

正請求」という。）を行った。 

   実施機関は、○○年○○月○○日付け○○警発第○○号で、本件訂正請

求に対し、「調査の結果、記載内容が事実でないと判断する具体的な資料

及び根拠は認められないため」として保有個人情報不訂正決定（以下「本

件不訂正決定」という。）を行った。 

（２）審査請求人は、令和６年７月２２日付けで、実施機関に対し、法第７６

条第１項の規定により、「○○警発第○○号（○○年○○月○○日付け）

千葉県警察本部長の保有個人情報不訂正決定通知書に記載ある千葉県警察

本部、○○警察署にて行った調査・ヒアリング内容・結果の全て」の開示

請求（以下「本件開示請求」という。）を行った。 

（３）実施機関は、本件開示請求に対し、千葉県警察本部警務部警務課（以下

「警務課」という。）が保有する本件開示請求に係る個人情報として、「警

察相談に係る保有個人情報訂正請求（○○署収受第○○号）に対する不訂

正決定について ○○警発第○○号」（以下「本件文書」という。）に記録

された保有個人情報を特定し、その一部を不開示とする本件決定を行った。 

（４）審査請求人は、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第２条の規

定により、千葉県公安委員会（以下「諮問実施機関」という。）に対し、

令和６年９月１３日付けで、本件決定について審査請求（以下「本件審査

請求」という。）を行った。 

（５）諮問実施機関は、本件審査請求を受けて、法第１０５条第３項による読

み替え後の同条第１項の規定により、令和６年１２月１１日付け公委（広）
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発第○○号で審議会に諮問した。 

 

３ 審査請求人の主張要旨 

（１）審査請求人は、審査請求書において、おおむね以下のとおり主張してい

る。 

ア 本件審査請求の趣旨 

    開示請求した調査の結果、所謂、担当者や上席に対するヒアリング内

容、相談記録に違法・不当があるのか否か、適切な対応であったか否か

を判断するに至った事実確認の経緯などが無く、開示請求の本旨である

文書が開示されていない。開示を求める。 

また、あるまじきことであるが、調査の結果を作成していないことが

仮にあるとしたら、本審査請求により至急作成し、開示を求める。また

部分開示決定処分を取り消し、全ての文書の開示を求める。 

イ 本件審査請求の理由 

（ア）私は○○年に○○を当時配偶者の○○子氏（現在は離婚済）に未成

年者略取・誘拐罪の疑いのため、○○へ１１０番通報をし、○○警察

署生活安全課に継続的に相談している。また現在も○○警察署の担当

者には経緯を説明し、何かことあるごとに詳細に口頭や文書にて相談

と報告をしている。 

     被害の回復のために尽力を求める。 

（イ）私は民事事件を相談しているのではない。 

 刑事事件である。 

 私の人生の今後に大きな影響をもたらし、二度と取り返すことがで

きない問題である。 

     これまで諸々の指摘に対して、「調査の結果不適切はない」と繰り

返すばかりである。 

     この人ひとりの人生に償うことができない損害をもたらし、かつ人

生を破綻させた重大な事件が、刑事事件の訴えに対して警察業務が

調査の結果、不適切なところはないとすることについて問うが、私

の被害は回復したか、私の損害は何かしら償われたか。 

     市民は警察行政の詳細な内部の事務手続きは知る術はない。例え知

ることができたとしても警察行政内部の規則やルール、規範や通達

には何ら拘束されない。 

     市民に対して、警察行政内部の規則やルール、規範や通達によらず、

事実を明らかにされたい。 

（ウ）繰り返すが審査請求人は現に被害が継続し損害も発生し続けている。

事件は未だ継続しており、被害回復はされていない。 
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     相談記録は審査請求人であり、事件の被害者の被害を記録する重要

なものである。 

 調査記録もないのに適切か不適切かの判断が存在するならば、違法

かつ不当である。被害の回復のために尽力を求める。 

（エ）今回の保有個人情報開示請求の趣旨は審査請求人の償うことができ

ない被害の回復のために、千葉県警察本部各部署、所轄署、監督する

上級行政庁の千葉県公安委員会が本件に関する事件内容に基づき、内

容の調査、千葉県警察本部の関係職員に対する「違法か適法か」及び

「適切か不適切か」について、事件に対するどのような処理があった

かどうかを「調査した」、「調査の結果」と繰り返すことに対して【調

査の結果】の開示を求めたものである。 

     千葉県公安委員会は千葉県警察本部を監督する上級行政庁・審査

庁・苦情判断の立場から、また千葉県警察本部は処分庁そのものと

いう立場から、本件に関する事件内容に基づき、内容の調査、千葉

県警察本部の関係職員の違法性及び不適切性について、その対応や

処理が当該事件においてあったかどうかの調査を陣頭指揮し、結果

として【調査の結果】を結論付けていると捉えることは当然である。 

（オ）これまで、審査請求人がした全ての保有個人情報開示請求、訂正請

求、それらの結果、調査の結果、不適切ではないという。 

     それならば、その【調査の結果】を求めたものが、本件の保有個人

情報開示請求であるが、調査をしたのに、その記録や関わる文書を

作成していないことは違法・不当である。 

     調査の結果の文書を作成していないことは、不自然極まりなく、正

常な警察業務ではない。必ず作成しているはずであり、作成していな

ければ、調査したと主張はできない。また調査結果なく行政文書であ

る審査請求人に対する書面で【調査の結果】とは記載できない。開示

を求める。 

（カ）繰り返すが、調査したと主張する、その結果の文書や記録を「作成

していないこと」が事実ならば、それは違法・不当な警察業務である。

当該審査請求により、すべてについて総合的に経緯を整理し、関係者

ヒアリングを徹底して行い、過去の文書の全てを分析し、調査結果を

作成し、その開示を求める。 

（キ）子供たちを人生から突然奪われ、財産も健康も奪われ、人生を破

綻・破壊され、未来の希望を全て奪われた審査請求人の被害を推し

量っての対応とは到底思えない。 

     これは審査請求人の生涯の幸福と人権の回復、被害の解明がかかっ

た請求であることを理解されたい。 
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（ク）ある弁護士の見解である『子の連れ去りは、未成年者略取・誘拐罪

（刑法２２４条）にあたる犯罪行為。未成年者略取・誘拐罪は、身

分犯ではないので、親権者の１人が犯罪の主体となり得ないという

ものではない。保護法益を侵害し得るのであれば、犯罪の主体たり

得る。未成年者略取・誘拐罪の保護法益は、未成年者の自由のみな

らず、親の監護権。そのため、未成年者の同意があったとしても、

親の監護権を侵害していたら、犯罪は成立し得る。親権者の１人で

あっても、たとえ子の同意があったとしても、他の親権者の監護権

を侵害するのであれば、未成年者略取・誘拐罪を犯すことになる。

子が同意していたなどと主張されることがあるが、親の監護権を侵

害している以上、未成年者略取・誘拐罪の成否に影響しない。』 

被害者が公的機関による二次被害を受けることのないよう引き続き

尽力をお願いする。 

以上のことから本件処分の取り消し、さらに不明点の開示及び弁明を

求めるため、本審査請求を提起した。 

（２）また、審査請求人は、反論書において、おおむね以下のとおり主張して

いる。 

ア 反論書の趣旨 

    弁明書において棄却をすることを求める処分庁の方針に反論書を提出

する。 

直ちに請求している文書を開示するか、文書を作成していない場合は

作成し開示することを求める。 

イ 反論書の内容 

（ア）反論の大前提として○○氏による未成年者略取・誘拐は私への精神

的傷害罪、虐待、暴力である診断書について、審査請求人は不治の身

体的苦痛（難治性疼痛）及び心的外傷により心と身体に一生消えない

傷を負った。これは元配偶者の責任か、それとも元配偶者の未成年者

略取・誘拐について審査請求人が救済を何度も○○警察に求めたにも

関わらず当時から現在に至るまでなんら事件解決に向けた対応をしな

い警察の責任か明確に述べられたい。 

（イ）また弁明書の大筋となっている論点がずれている。決裁者の印影、

取扱者の氏名、担当者の名前（本件職員氏名情報）などを求めていな

い。本件の不服の基礎となることについて警察組織内で調査したと繰

り返すことについて、調査・ヒアリング内容が事実また正当な内容で

あるか否かについて、警察組織内の意思決定がされているはずだが、

口頭伝聞のみで担当者から決裁権者に至るまで内容を共有、把握して、

審査請求人の人権に関わる行政審判の一審といえる審査請求の正否を
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進めているのか。調査をしていないならばこの審査請求手続きの中で

作成し、裁決の前に調査内容を記載した弁明書を記載した再弁明を求

める。 

（ウ）そもそも未成年者略取誘拐罪、詐欺、脅迫等を犯している元配偶者

の犯罪や加害性を問題にせず、さらに被害者たる審査請求人の救済の

求めや被害内容について全く斟酌もせずに対応している基本的な対応

の姿勢が根底にあるからこそ発生したのが今回の問題であり、問題を

指摘しても何が問題かを組織内で把握するための警察組織内調査を行

っていないと堂々と主張して違法でも不当でもないとすることこそ違

法かつ不当である。 

（エ）償うことのできない被害者たる審査請求人の犯罪被害の救済を求め

る。審査請求人は犯罪にあい、苦しみ、人生を、財産を、健康を失っ

た。何よりも子供と共に人生を送る基本的人権を奪われた。保護法益

である審査請求人の監護権の侵害、審査請求人からの財産の奪取、審

査請求人への健康被害等は明らかに犯罪ではないのか。さらに、それ

らに対して、犯罪を取り締まる警察が犯罪被害者に何故、２次的被害

を与えるのか。２次的被害を与えている認識はないのか。再弁明を求

める。 

（オ）弁明書でも審査請求書に記載した質疑に対して本旨を弁明していな

い。説明することなく警察の内規にすぎない、およそ審査請求人たる

一般市民を拘束しない、内規の文言を引用することを繰り返している

だけである。再弁明を求める。 

（カ）私は民事事件を相談しているのではない。刑事事件を訴え続けてい

る。私の人生の今後に大きな影響をもたらし、二度と取り返すことが

できない問題を提起している。 

（キ）内規を根拠として審査請求人に受忍を押し付ける拘束力について再

弁明を求める。 

（ク）再度問うが、調査の結果とはなんであるのか。何をどのように調査

し、どのような結果を得たのかが極めて不明瞭である。調査内容を示

されたい。 

（ケ）最判昭５７．７．１５の判例について 

 判例は、「行政処分が行政処分として有効に成立したといえるため

には、行政庁の内部において単なる意思決定の事実があるかあるい

はその意思決定の内容を記載した書面が作成・用意されているのみ

では足りず、その意思決定が何らかの形式で外部に表示されること

が必要」であるとしている（最判昭５７・７・１５）。 

 本件にそのまま当てはまるものではないものの、審査請求人が開示
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請求している調査内容について未だ開示されていない事実は、本審

査請求の不服の原因である調査内容等の未特定、未調査、非開示等

が審査請求人に対して表示されない限り、本審査請求の不服の主旨

が治癒されているとは言えない 

（コ）重大な犯罪事件につき被害者の損害の回復、救済がかかっている千

葉県公安委員会及び○○警察署の組織内部の重要な調査内容について、

下級行政機関からの口頭伝聞・報告のみで最上級行政庁までもが文書

で確認もせずに、調査した、または規定にないから文書化していない

という態様を認めて弁明書にて公言しているということか。 

（サ）調査したと繰り返しているが、こうした審査請求について最終的な

裁決は、いわば行政裁判の一審と変わらないにも関わらず、明確な文

書を用いず、それらの調査内容を文書にて組織内で共有もせず、担当

者から上席、さらに最上級行政庁による裁決の決裁行為に至るまで、

口頭で伝聞し、一切の調査内容を記録した文書を残さないという社会

通念上あり得ない事務処理を行っているということか。明確にされた

い。 

以上より、既に償うことのできない損害及び不利益が継続している本

件処分の取り消しを求めるため、反論書を提出する。 

（３）さらに、審査請求人は、主張書面において、おおむね以下のとおり主張

している。 

   現在、○○警察署生活安全課○○氏には、きめ細かく対応してもらって

おり感謝する。 

   一方、これまで、 

ア 最終的な反論として、これまでの○○警察署の審査請求人への対応の

著しい不当、不備により【二次被害】を受けて、未だ継続して解決して

いないという状況である。 

（ア）発端となった○○警察署の担当者○○氏（漢字不明）の不当な対応

（全く詳細を把握せずに加害者と警察担当者（○○氏）の一方的な主

張・主観をつたえるという行為）により加害者は加害行為を正当と認

識したことに始まり、 

（イ）その後の○○警察署の担当者○○氏の法令等の知識不足、不要な発

言、不実の伝言を加害者（○○氏）・被害者（審査請求人）にすると

いう失態、相談記録には事実と異なる記載をする。加害者に加害を拡

大させるようなアドバイスをする、など警察の職務遂行としてあるま

じき言動により加害者と被害者の葛藤を拡大させ、その子らの未成熟

子までも巻き込む事態となっている現実がる（ママ）。前記（ア）と

同じく加害者は加害行為を正当と認識している。 
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（ウ）前記（イ）の○○氏の上司・上席等は事実を知りながら指導を怠り、

さらに○○氏に担当を継続させたことによる被害の拡大・継続をもた

らしているという事実がある。 

イ これまでも、現在も事細かく審査請求人から○○警察署（○○へも）

へ報告・相談を書面・電話にて行っており、さらには県間共有として○

○警察署より○○へ報告されているので処分庁より事務局は入手された

い。 

ウ その他はこれまでの反論書は当然に斟酌されたい。 

以上より、既に償うことのできない損害及び不利益が継続している本件

処分の取り消しを求めるため、主張書面を提出する。 

 

４ 実施機関の弁明要旨 

  実施機関は、弁明書において、おおむね以下のとおり主張している。 

（１）弁明の趣旨 

   本件審査請求は、これを棄却することが相当である。 

（２）処分の内容及び理由 

  ア 処分の内容 

（ア）保有個人情報の特定について 

     本件開示請求を受け、本件文書に記録された保有個人情報を特定し、

本件決定を行った。 
（イ）行政文書の内容 

  本件文書は、保有個人情報訂正請求に係る不訂正決定に関する文書

であり、不訂正決定に係る決裁起案用紙、保有個人情報不訂正決定通

知書の写し、決裁起案時の同通知書案、当該訂正請求に係る保有個人

情報を記録する行政文書である○○年○○月○○日付け行政文書及び

○○年○○月○○日付け行政文書で構成されている。 
（ウ）事務の内容 

  本件文書は、保有個人情報訂正請求に関する事務において作成され

たものである。 
 同事務は、法第９１条第１項の規定に基づき、行われた保有個人情

報の訂正請求について、当該訂正請求に理由があると認めるときは、

当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、

当該保有個人情報の訂正をするものである。 
 イ 処分の理由 

（ア）個人情報の特定について 
 実施機関において、本件開示請求の内容に基づき対象文書の検索を

実施したところ、前記ア（ア）のとおり特定した。 
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また、本件審査請求を受けて、改めて対象となる保有個人情報を探

索したが、本件決定で特定した保有個人情報以外に本件開示請求に係

る保有個人情報は存在しなかった。 
（イ）不開示部分及びその理由について 

ａ 法第７８条第１項第２号、個人情報の保護に関する法律施行条例

（令和４年千葉県条例第３７号。以下「条例」という。）第４条及

び個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則（令和５年千葉

県規則第１２号。以下「規則」という。）第３条の該当性 
「起案用紙（本部長決裁用）」の所属・職・氏名欄の氏名（以下、

４において「本件職員氏名情報」という。） 
法は、請求人に係る保有個人情報の開示請求権を保障する一方で、

法第７８条第１項第２号本文により、開示請求者以外の特定の個人

を識別することができるもの若しくは個人識別符号が含まれるもの

又は開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるものに

ついては、開示対象から除外する旨を規定している。 
また、同号本文に該当するものであっても、ただし書イ、ロ及び

ハに該当する場合は開示しなければならない旨を規定している。 
さらに、条例第４条は規則で定める警察職員を除く公務員等の氏

名について、不開示情報の例外として定めている。 
本件職員氏名情報は、開示請求者以外の特定の個人を識別するこ

とができるものであることから、同号本文に該当する。 
以下、同号ただし書及び条例第４条について検討する。 

（ａ）ただし書イは、「法令の規定により又は慣行として開示請求者

が知ることができ、又は知ることが予定されている情報」を、不

開示とする個人情報の例外とする規定であるが、本件職員氏名情

報は警部補以下の階級にある警察官の氏名であり、第三者に提供

する法令や慣行性は存在しない。 
  したがって、本件職員氏名情報は、ただし書イに該当しない。 

（ｂ）ただし書ロは、「人の生命、健康、生活又は財産を保護するた

め、開示することが必要であると認められる情報」は開示する規

定であるが、不開示該当性の判断にあっては、当該情報を不開示

にすることの利益と開示することの利益との調和を図ることが重

要であり、開示請求者以外の個人に関する情報について、不開示

にすることにより保護される開示請求者以外の個人の権利利益よ

りも、開示請求者を含む人の生命、健康等の利益を保護すること

の必要性が上回るときには、当該情報を開示するもので、本件職

員氏名情報を不開示とすることにより、人の生命、健康、生活又
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は財産の保護に影響を及ぼすとは考えられず、開示することの必

要性は認められない。 
したがって、本件職員氏名情報は、ただし書ロに該当しない。 

（ｃ）ただし書ハは、「当該個人が公務員等である場合において、当

該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のう

ち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分」は開

示する規定である。 
本件職員氏名情報は、職及び職務遂行の内容に係る部分には該

当しないため開示することの必要性は認められない。 
したがって、本件職員氏名情報は、ただし書ハに該当しない。 

（ｄ）条例第４条は、「千葉県情報公開条例（平成１２年千葉県条例

第６５号）第８条第２号ハに掲げる情報のうち同号ハに規定する

公務員等（警察職員であって規則で定めるものを除く。）の氏名

（同条例第８条第１号又は第３号から第６号までのいずれかに該

当するものを除く。）」について不開示情報の例外とする規定であ

る。 
そして「警察職員であって規則で定めるもの」については、規

則第３条第１号で「警部補以下の階級にある警察官」、また同条

第２号で「前号の階級に相当する職にある警察官以外の職員」と

定められている。 
これは、一定の階級にある警察官及び同階級に相当する職にあ

る警察職員の氏名について不開示とすることを規定しており、本

件職員氏名情報は、警部補以下の階級にある警察官の氏名である

ため、規則で定める警察職員の氏名に該当する。 
（ｅ）小括 

以上のことから、本件職員氏名情報を不開示とした決定に誤り

はない。 
ｂ 法第７８条第１項第７号の該当性 

法第７８条第１項第７号は、事務又は事業に関する情報として不

開示となる情報を定めており、国の機関、独立行政法人等、地方公

共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であ

って、開示することにより、同号イからトまでに掲げるおそれその

他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支

障を及ぼすおそれがある情報を不開示情報としている。 
その他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂

行に支障を及ぼすおそれがある情報とは、同種のものが反復される

ような性質の事務又は事業であって、ある個別の事務又は事業に関
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する情報を開示すると、将来の同種の事務又は事業の適正な遂行に

支障を及ぼすおそれがある情報をいう。 
（ａ）「起案用紙（本部長決裁用）」の所属・職・氏名欄の警電番号

（以下、４において「本件警電番号」という。） 
警電番号は、警察電話において割り振られている電話番号であ

るが、警察電話は、本来、機密性が要求される警察業務の特殊性

から、内部でのみ利用することを目的として設置された警察独自

の情報通信網の一つであり、警電番号を開示することにより、以

後の警察業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。 

（ｂ）「○○年○○月○○日付け行政文書（開示請求に係る個人情報

が記載されたもの）」の２枚目の一部、「○○年○○月○○日付け

行政文書（開示請求に係る個人情報が記載されたもの）」の１枚

目の一部及び２枚目の一部（以下、４において「本件判断情報」

という。） 
本件判断情報は、事案対応した警察官が判断して記載した内容

であるが、開示することにより、関係者の誤解や憶測を招き、以

後の警察業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。 
（ｃ）小括 

以上のことから、本件警電番号及び本件判断情報は、法第７８

条第１項第７号に該当することから、不開示とした決定に誤りは

ない。 
（３）弁明の内容について 

審査請求人は、本件審査請求の趣旨において「担当者や上席に対するヒ

アリング内容、相談記録に違法・不当があるのか否か、適切な対応であっ

たか否かを判断するに至った事実確認の経緯などが無く、開示請求の本旨

である文書が開示されていない。」、「処分を取り消し、全ての文書の開示

を求める。」等と主張しているが、実施機関は、開示請求書の請求内容に

基づいて、前記（２）ア（ア）のとおり本件文書を特定しており、本件開

示請求に係る他の行政文書は存在しない。 
また、特定した本件文書について、前記（２）イ（イ）のとおり、法令

等の規定に基づいて、開示又は不開示の判断をしていることから、本件決

定については、適法かつ妥当であると考える。 
 

５ 審議会の判断 

（１）本件審査請求の趣旨について 

  ア 実施機関は、本件開示請求に対し、本件決定を行ったと認められる。 

  イ 審査請求人は、前記３（１）イのとおり、本件決定を取り消し、実施
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機関が特定した保有個人情報以外に、審査請求人が相談してきたことに

関する調査の記録を開示することを求めているので、以下、検討する。 

（２）個人情報の特定の妥当性について 

  ア 前記２（２）のとおり、本件の保有個人情報開示請求書に記載された

開示を請求する保有個人情報は「○○警発第○○号（○○年○○月○○

日付け）千葉県警察本部長の保有個人情報不訂正決定通知書に記載ある

千葉県警察本部、○○警察署にて行った調査・ヒアリング内容・結果の

全て」であり、当該記載からは、審査請求人が本件開示請求において開

示を求めた保有個人情報は、本件不訂正決定において実施機関が行った

調査等に関する個人情報と解することが相当である。 

    当該開示請求に対し、実施機関は、前記４（２）アのとおり、本件不

訂正決定に関する起案文書を特定し、当該起案文書を構成する起案用紙、

訂正請求の対象文書、訂正をしないこととする理由等を記載した不訂正

決定通知書の案等を開示した。 

また、実施機関に確認したところ、実施機関は、警務課以外の部署が

保有する個人情報として、本件訂正請求の受理に関する文書、本件不訂

正決定の通知に関する文書等を特定し、審査請求人に対し本件決定とは

別に開示決定を行っている。 

イ 審議会が事務局職員を通じて改めて実施機関に文書の探索を行わせた

ところ、本件決定で特定した個人情報以外に、本件開示請求に係る個人

情報を保有していないことが確認された。 

    審議会としては、実施機関が本件決定において、本件文書に記録され

た個人情報を特定し、それ以外の個人情報を特定していないことに特段

に不自然、不合理な点は認められず、その他、本件開示請求に係る個人

情報が存在するような特段の事情も認められない。 

（３）本件決定の不開示情報について 

  ア 本件文書について 

    本件文書は、本件不訂正決定に関する起案文書であり、起案用紙、訂

正請求の対象文書、不訂正決定通知書の案等であると認められる。 

  イ 警察官の氏名及び印影について 

  （ア）実施機関は、起案用紙の「所属・職・氏名」欄の氏名について、法

第７８条第１項第２号、条例第４条及び規則第３条に該当して不開示

が相当であると主張するので、以下、検討する。 

  （イ）当該情報は、実施機関の職員の氏名であり、審査請求人以外の個人

に関する情報であって、審査請求人以外の特定の個人を識別すること

ができるものであるから、法第７８条第１項第２号本文に該当し、同

号ただし書イ、ロ又はハに該当する特段の事情も認められない。 
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     なお、条例第４条は公務員等の氏名を不開示情報から除く旨を定め

ているが、規則第３条第１号により「警部補以下の階級にある警察官」

の氏名は不開示情報に該当するとされている。そして、本件決定で不

開示とされた氏名は、警部補以下の階級にある警察官のものである。 

     したがって、当該情報は、法第７８条第１項第２号に該当し、不開

示が相当である。 

  ウ 警電番号について 

  （ア）実施機関は、起案用紙の「所属・職・氏名」欄の警電番号について、

法第７８条第１項第７号に該当して不開示が相当であると主張するの

で、以下、検討する。 

  （イ）警電番号は、実施機関の各部署に割り当てられているものであるが、

本来的には、機密性を要求される警察業務の特殊性から、内部でのみ

利用することを目的として設置された、警察独自の情報通信網の固有

情報であると考えられる。 

     そうすると、警電番号が開示されることにより、警察業務の適正な

遂行に支障を及ぼすおそれがあるものと認められる。 

     したがって、当該情報は、法第７８条第１項第７号に該当し、不開

示が相当である。 

  エ 訂正請求の対象文書の記載の一部について 

  （ア）実施機関は、訂正請求の対象文書の記載の一部について、法第７８

条第１項第７号に該当して不開示が相当であると主張するので、以下、

検討する。 

（イ）審議会で見分したところ、当該情報は、審査請求人と○○警察署職

員との電話によるやり取りに関連して警察官の判断により記載された

ものであり、開示することにより、異なる解釈から警察業務への不信

感を招くなど、警察業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると

認められる。 

したがって、当該情報は、法第７８条第１項第７号に該当し、不開

示が相当である。 

（４）結論 

   以上のことから、「１ 審議会の結論」のとおり判断する。 

   なお、審査請求人のその他の主張は、本件決定の適否に関する審議会の

判断に影響を及ぼすものではない。 

 

６ 審議会の処理経過 

  審議会の処理経過は、次のとおりである。 
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審 議 会 の 処 理 経 過 

年 月 日 処 理 内 容 

令和６年１２月１１日 諮問書（弁明書の写しを含む。）の受理 

令和６年１２月２４日 反論書の写しの受理 

令和７年１１月２５日 審査請求人の主張書面の受理 

令和８年 ２月２６日 審議（令和７年度第１０回第２部会） 

令和８年 ３月２６日 審議（令和７年度第１１回第２部会） 

 

千葉県個人情報保護審議会第２部会 

 

 


